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令和元年度山口支部事業実績（上期） 
及び下期に予定されている事業の概要について 

令和元年10月15日 
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機密性１ 事業所数 

山口支部 全国 

山口  28年度 
前年 
同月比 

29年度 
前年 
同月比 

30年度 
前年 
同月比 

1年度 
前年 
同月比 

4月 20,719 4.9% 21,461 3.6% 22,039 2.7% - - 

5月 20,800 4.9% 21,530 3.5% 22,072 2.5% 22,471 1.8% 

6月 20,882 4.9% 21,599 3.4% 22,102 2.3% 22,501 1.8% 

7月 20,957 4.9% 21,630 3.2% 22,131 2.3% 

8月 21,022 4.8% 21,688 3.2% 22,135 2.1% 

9月 21,072 4.5% 21,703 3.0% 22,171 2.2% 

10月 21,113 4.2% 21,752 3.0%  22,222 2.2％ 

11月 21,158 4.1% 21,810 3.1%  22,262  2.1％ 

12月 21,190 3.8% 21,835 3.0%  22,284  2.1％ 

1月 21,259 3.7% 21,894 3.0% 22,307  1.9％ 

2月 21,326 3.7% 21,942 2.9% 22,333 1.8% 

3月 21,361 3.8% 21,964 2.8%  22,363 1.8％ 

全国  28年度 
前年 
同月比 

29年度 
前年 
同月比 

30年度 
前年 
同月比 

１年度 
前年 
同月比 

4月 1,876,547 6.4% 2,013,546 7.3% 2,127,084 5.6% - - 

5月 1,888,272 6.6% 2,026,228 7.3% 2,136,355 5.4% 2,245,375 5.1% 

6月 1,900,310 6.7% 2,036,835 7.2% 2,145,666 5.3% 2,254,004 5.0% 

7月 1,911,939 6.8% 2,046,883 7.1% 2,154,851 5.3% 

8月 1,921,618 6.8% 2,055,365 7.0% 2,163,887 5.3% 

9月 1,930,606 6.8% 2,064,441 6.9% 2,172,510 5.2% 

10月 1,941,946 6.8% 2,073,937 6.8% 2,182,720  5.2％ 

11月 1,951,568 6.8% 2,082,113 6.7% 2,191,936  5.3% 

12月 1,961,071 6.9% 2,089,585 6.6%  2,199,539  5.3% 

1月 1,973,021 7.0% 2,098,862 6.4% 2,209,322  5.3％ 

2月 1,984,034 7.0% 2,107,277 6.2% 2,217,958 5.3% 
3月 1,994,022 7.3% 2,113,359 6.0% 2,224,070 5.2% 
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被保険者数 

山口支部 全国 

山口 28年度 
前年 
同月比 

29年度 
前年 
同月比 

30年度 
前年 
同月比 

1年度 
前年 
同月比 

4月 253,637 0.7% 257,346 1.5% 258,666 0.5% - - 

5月 254,132 0.7% 258,276 1.6% 259,301 0.4% 261,076 0.7% 

6月 254,568 0.8% 258,301 1.5% 259,147 0.3% 261,135 0.8% 

7月 254,626 0.8% 258,250 1.4% 258,624 0.1% 

8月 254,344 0.7% 258,170 1.5% 258,467 0.1% 

9月 254,367 0.6% 258,283 1.5% 258,559 0.1% 

10月 255,704 1.0% 258,334 1.0%  258,727  0.2％ 

11月 255,011 0.7% 258,607 1.4%  258,938  0.1% 

12月 255,140 0.6% 258,752 1.4%  258,870  0.0% 

1月 254,968 0.8% 258,101 1.2%  258,680 0.2% 

2月 255,034 0.9% 257,957 1.1%  258,552  0.2% 

3月 254,953 0.8% 257,300 0.9%  258,177 0.3% 

全国 28年度 
前年 
同月比 

29年度 
前年 
同月比 

30年度 
前年 
同月比 

１年度 
前年 
同月比 

4月 21,849,181 3.2% 22,727,499 4.0% 23,376,833 2.9% - - 

5月 21,987,083 3.4% 22,894,495 4.1% 23,555,171 2.9% 24,628,879 4.6% 

6月 22,037,654 3.3% 22,956,910 4.2% 23,607,791 2.8% 24,677,240 4.5% 

7月 22,078,768 3.3% 23,021,582 4.3% 23,647,589 2.7% 

8月 22,099,191 3.4% 23,032,172 4.2% 23,632,372 2.6% 

9月 22,119,955 3.3% 23,062,885 4.3% 23,650,078 2.5% 

10月 22,257,475 3.8% 23,116,492 3.9% 23,669,992  2.4％ 

11月 22,321,648 3.8% 23,156,096 3.7% 23,720,554  2.4％ 

12月 22,375,189 3.9% 23,189,515 3.6% 23,758,576 2.5％ 

1月 22,368,268 3.9% 23,179,129 3.6% 23,742,196 2.4% 

2月 22,402,543 3.9% 23,193,664 3.5% 23,754,637  2.4% 

3月 22,428,161 3.9% 23,203,471 3.5% 23,757,186 2.4% 
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機密性１ 被扶養者数 

山口支部 全国 

山口 28年度 
前年 
同月比 

29年度 
前年 
同月比 

30年度 
前年 
同月比 

1年度 
前年 
同月比 

4月 178,551 -1.4% 176,174 -1.3% 173,935 -1.3% - - 

5月 177,762 -1.5% 175,218 -1.4% 172,384 -1.6% 168,572 -2.2% 

6月 177,831 -1.5% 175,004 -1.6% 172,045 -1.7% 168,471 -2.1% 

7月 177,661 -1.7% 174,954 -1.5% 171,731 -1.8% 

8月 177,385 -1.8% 174,829 -1.4% 171,700 -1.8% 

9月 177,312 -1.9% 174,818 -1.4% 171,447 -1.9% 

10月 177,454 -2.1% 174,963 -1.4%  171,119  -2.2％ 

11月 177,028 -2.4% 175,200 -1.0%  171,324  -2.2％ 

12月 177,084 -2.4% 175,425 -0.9%  171,307  -2.3％ 

1月 177,381 -2.3% 175,513 -1.1%  171,250 -2.4% 

2月 177,670 -2.4% 175,747 -1.1%  171,504   -2.4% 

3月 177,846 -2.4% 175,523 -1.3%  171,517 -2.3% 

全国 28年度 
前年 
同月比 

29年度 
前年 
同月比 

30年度 
前年 
同月比 

1年度 
前年 
同月比 

4月 15,514,891 0.7% 15,578,052 0.4% 15,620,283 0.3% - - 

5月 15,470,256 0.8% 15,532,589 0.4% 15,558,923 0.2% 15,558,808 0.0% 

6月 15,473,654 0.7% 15,532,896 0.4% 15,556,072 0.1% 15,558,757 0.0% 

7月 15,480,254 0.6% 15,557,596 0.5% 15,572,465 0.1% 

8月 15,486,834 0.6% 15,556,527 0.5% 15,568,342 0.1% 

9月 15,482,003 0.5% 15,555,948 0.5% 15,564,425 0.1% 

10月 15,497,956 0.4% 15,596,701 0.6% 15,516,336 -0.5％ 

11月 15,515,387 0.3% 15,623,943 0.7% 15,553,839 -0.4％ 

12月 15,543,212 0.3% 15,649,823 0.7% 15,582,228 -0.4％ 

1月 15,568,431 0.3% 15,674,123 0.7% 15,596,544 -0.5% 

2月 15,610,535 0.3% 15,705,535 0.6% 15,628,622 -0.5% 

3月 15,643,044 0.4% 15,726,170 0.5% 15,643,117 -0.5% 

168,000

170,000

172,000

174,000

176,000

178,000

180,000

182,000

184,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

単

位

（
人

）
 

28年度 29年度 30年度 1年度 

15,100,000

15,200,000

15,300,000

15,400,000

15,500,000

15,600,000

15,700,000

15,800,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

単

位

（
人

）
 

28年度 29年度 30年度 1年度 

3 



機密性１ 

全国 28年度 
前年 
同月比 

29年度 
前年 
同月比 

30年度 
前年 
同月比 

1年度 
前年 
同月比 

4月 13,703 1.0% 13,676 -0.2% 13,872 1.4% - - 

5月 13,480 2.5% 14,210 5.4% 14,343 0.9% 14,447 0.7% 

6月 14,180 1.1% 14,465 2.0% 14,574 0.8% 14,829 1.7% 

7月 14,081 0.0% 14,306 1.6% 14,632 2.3% 

8月 13,965 4.1% 14,212 1.8% 14,461 1.8% 

9月 13,586 1.3% 14,065 3.5% 13,630 -3.1% 

10月 14,233 -2.2% 14,467 1.6% 15,297  5.7％ 

11月 14,160 3.4% 14,218 0.4%  14,611  2.8% 

12月 14,443 -0.9% 14,856 2.9% 14,951  0.6% 

1月 14,032 2.2% 14,682 4.6%  15,080  2.7% 

2月 13,950 -6.9% 14,344 2.8%  14,536  1.3% 

3月 15,353 -3.1% 15,891 3.5%  16,146 1.6% 

１人当たり医療費（入院+入院外+歯科） 

山口支部 全国 

山口 28年度 
前年 
同月比 

29年度 
前年 
同月比 

30年度 
前年 
同月比 

1年度 
前年 
同月比 

4月 14,624 0.1% 14,282 -2.3% 14,689 2.9% - - 

5月 14,686 5.6% 15,260 3.9% 15,343 0.5% 15,603 1.7% 

6月 15,129 2.9% 15,593 3.1% 15,654 0.4% 15,979 2.1% 

7月 15,285 1.0% 15,663 2.5% 15,647 -0.1% 

8月 15,143 3.5% 15,175 0.2% 15,812 4.2% 

9月 14,845 2.8% 15,125 1.9% 14,622 -3.3% 

10月 15,379 -1.1% 15,459 0.5% 16,490  6.7％ 

11月 15,445 5.1% 15,370 -0.5%  15,922  3.6％ 

12月 15,560 -0.9% 16,098 3.5% 16,083 -0.1% 

1月 15,663 3.1% 16,081 2.7% 16,199 0.7% 

2月 14,626 -8.0% 15,569 6.4%  15,685  0.7% 

3月 16,644 -0.6% 16,721 0.5%  17,092 2.2% 
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１．基盤的保険者機能関係 



機密性１ １．基盤的保険者機能関係 

○現金給付の適正化の推進 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

 

●不正疑い事案にかかる事業主への立入検査の積極的な実施 

⇒不正疑い事案が発生した場合には、随時、保険給付適正化ＰＴ会 

 議を開催し、事業主への立入検査等の対応を検討する。 

◆4月22日 保険給付適正化PT会議開催。 

◆事業所照会 ４月：２件、 ５月：２件、 8月：１件 

◆今後も、不正疑い事案（資格取得日から給付期間が間もないもの、報酬

月額が給付期間前に引き上げられているもの等）について、随時、事業所

照会等を行い、現金給付の適正化を推進する。 

●傷病手当金と障害年金等との併給調整等との確実な実施 

⇒年金との併給調整対象者リストを取得後、即時、内容確認に着手し、 

 取得後３ヶ月以内に処理を完了させる。 

◆毎月、リスト取得後、速やかに着手し、リスト取得後３ヶ月以内に処理

を完了。 

◆引き続き、傷病手当金と障害年金等との併給調整等を確実に実施してい

く。 

施策 4月 ５月 6月 7月 8月 

不正請求 
対策PT会議 

4/22開催 開催なし 開催なし 開催なし 開催なし 

併給調整 
4月リスト 64件 

1月リスト  
未処理 0件 

5月リスト 4件 
2月リスト  
未処理0件 

6月リスト 43件 
3月リスト 
未処理0件 

7月リスト 36件 
4月リスト 
未処理0件 

8月リスト 29件 
5月リスト 
未処理0件 

◆現金給付の適正化に係る実施結果 
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機密性１ １．基盤的保険者機能関係 

○効果的なレセプト点検の推進 

（１）資格点検 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●資格エラーレセプトの適切な事務処理 
⇒医療機関照会を迅速に行う。 

◆医療機関照会 4月：954件 5月：762件 6月：869件   

        7月：2,018件 8月：818件 

◆引き続き、資格エラーレセプトについて、全件点検を行い、医療費の適

正化に努める。 

●喪失後受診者等の適正な把握および返納金債権の適正な事務処理 
⇒返納金と判明したものについて、全件調定を行う。 

◆調定 ４月：195件 6,158,101円 ５月：115件   2,429,449円  
    ６月：104件 2,164,475円  7月：120件 1,322,372円  
     8月：  92件 1,080,387円 

◆引き続き、内容を精査し全件調定を行う。 

7 

（２）外傷点検 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●外傷レセプトの適正な事務処理 

⇒負傷原因照会を実施する。回答の未提出者については再照会を行う。 

 

 

負傷原因照会 ４月：203件   5月：169件   6月：192件 

        7月：198件   8月：216件   9月：241件 

◆広報誌を活用し負傷原因照会に対する周知、依頼を行うことで、回答率

を上げる。 

●損害賠償請求（求償）にかかる適正な管理および迅速な事務処理 

⇒対象者について、レセプト請求状況を確認し、迅速に求償する。 

 
  

 

４月：24件 6,287,867円         ５月：59件 16,975,134円 
 6月：54件 16,943,118円     7月：21件 5,299,530円 
 8月：34件 24,864,123円 

◆引き続き、対象者については遅延することなく求償を行う。 



機密性１ 

（３）内容点検 

１．基盤的保険者機能関係 
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具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●レセプト内容点検効果向上計画に基づくシステムを活用した 

 効果的な点検の実施 

⇒①自動点検マスタの精査のための勉強会を実施する。 
 ②点検員主導による自動点検マスタのメンテナンスを行う。 

◆4/16 , 5/17 , 6/19 , 8/20 , 9/19, 9/25 勉強会実施。 

◆他県支部の自動点検マスタを精査し、自支部で活用できるかを検証する。 

●支部間審査差異の解消 

⇒①原審案件の支部間差異解消に向け、支払基金との協議を行う。                         

 ②他支部査定案件は支部間審査差異に係る照会を適宜行う。 

 

◆支払基金との協議会を毎月実施。 
 協議事例件数（4月～9月）  
 医科48件、歯科38件、支部間審査差異に係る照会2件、基金支部対応に
係る照会1件 

◆引き続き、支払基金との協議を毎月行うとともに、協会側と支払基金側

の意見が相違する事案については、本部照会を行い、差異の解消に努める。 

●多受診者に対する受診の指導、啓発 

⇒月に20件以上のレセプトが存在する者に対し抽出を行い状況を 

 把握し、適時指導していく。 

 

◆4/22 , 8/5 プロジェクト会議を実施。 

今後、改善が見られない多受診者に対して、定期的な文書の送付、訪問な

どを検討する。 

■ＫＰＩ：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について0.228％以上とする。 

◆社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率【（原審査査定点数＋再審査査定点数）／原審請求点数】 
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１．基盤的保険者機能関係 

○柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 
■KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める施術箇所３部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割合について1.29％以下とする。 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月15日以 

 上）の申請にかかる加入者に対する文書照会の厳正な実施 
⇒①3部位10日以上の受診者に対して全件、文書照会を実施する。 
  （4か月以内に送付したものを除く） 
 ②審査会で施術内容に疑義（多部位が多い傾向など）が生じた施  
  術所に対し、注意喚起を図る。 
 ③3部位15日以上かつ長期受療の申請を行っている施術所に対し、 

  文書照会を実施する。 

◆４～8月 

  ①621件文書照会、②29施術所に注意喚起 

  ③29施術所（58名分）に送付、27施術所（56名分）より回答 

◆引き続き、加入者及び施術所に対し照会等を実施する。 

●負傷部位を意図的に変更することによる過剰受診に対する照会の 

 強化    
⇒年間を通じ、長期間受診している者に対し、文書照会を実施する。 

◆４～8月 1,780件文書照会、 

      上記①文書照会分とあわせて841件回答（4～6月分） 

◆引き続き、長期間受診している者に対し、文書照会を実施する。 

○柔道整復施術療養費の申請に占める施術箇所３部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割合 
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機密性１ 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●受領委任制度導入に伴い、文書で作成された医師の再同意の確認 

 の徹底等、審査の強化 

⇒①文書で作成された医師の再同意の確認を徹底する。 

 ②内容に疑義が生じた申請について、受診者に対し、文書照会を 

  実施する。 

  ③不正の疑いがある案件については、厚生局に対し、情報を提供 

  する。 

  ④重点項目を定めた審査を実施する。 

◆④について 

 ５月：施術日数7日以上の申請書のレセプトを点検し、 

    医科併給の有無を確認。 

 ８月：医師同意書の添付がある申請書のレセプトを点検し、 

    診察上の同意かを確認。 

◆今後も医師の再同意の確認を徹底するとともに、④については四半期に

１回、計画どおり実施する。 

１．基盤的保険者機能関係 

○あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

○被扶養者資格の再確認の徹底 
■KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を90.3％以上とする。：
34件 下期：61件 

②16  件（5月に一括実施） 
 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●未提出事業所への勧奨による回答率の向上 
⇒未提出事業所への早期勧奨を実施する。 
 
 

◆実施なし 

◆今年度の「被扶養者資格の再確認」は、例年5月の送付から9～10月に変

更されたため、勧奨については1～2月実施予定。 

●未送達事業所の調査による送達の徹底 

⇒未送達事業所について、①事業所へ連絡し再送付②給付記録から 

 加入者に連絡し事業所所在地確認後再送付③事業主住所へ再送付 

 を行う。 

 

◆実施なし 

◆今年度の「被扶養者資格の再確認」は、例年5月の送付から9～10月に変

更されたため、未送達事業所の調査による送達は送付後より実施予定。 
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機密性１ １．基盤的保険者機能関係 

○サービス水準の向上 
■KPI：①サービススタンダードの達成状況を100％とする  ②現金給付等の申請に係る郵送化率を91.5％以上とする 

 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●お客様満足度調査結果を活用したサービス水準の向上 

⇒①調査結果を活用した改善策を講じる。 

 ②お客様の声等が寄せられた際には、本部報告を行う。 

 ③郵送の推進について、統一的な対応が行えるようマニュアルを作成

し、 

  電話の対応時に郵送での申請を勧める。 

 ④広報誌、メルマガ等で郵送化を推進する広報を行う。 

 ⑤申請書送付時の送付文に郵送での申請を勧める広報文を掲載する。 

 ⑥窓口申請が多い申請書について、返信用封筒の活用等、郵送化推進の 

  施策を重点的に実施する。 

◆①5月29日、2018年度調査結果を受け、お客様満足度向上PT会議を 

開催。2019年度のお客様満足度向上を図るための方針・施策を決定す

る。 

 満足度結果：窓口調査（99.0％前年同率）、架電調査（73.3％前年比20.0％上昇） 

◆②～⑥ 各項目とも、計画に基づき確実に実施。 

◆各項目について、計画どおり確実に実施する。 

●現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダード： 
 10日間）の遵守 
⇒システムにより日々審査漏れが無いか確認し、処理漏れを防止する。 

◆サービススタンダード100％を継続中。 

◆今後も現金給付の審査状況について、漏れがないよう確認を徹底する。 
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○現金給付等の申請に係る郵送化率 
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機密性１ １．基盤的保険者機能関係 

○限度額適用認定証の利用促進 
■KPI：高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合を84.0％以上とする 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●事業主や健康保険委員に対するチラシやリーフレットによる広報 

 の実施 

⇒①広報誌への記事掲載を実施する。 
 ②各種研修会等において、認定証利用の案内を行う。 

◆定期広報誌に限度額適用認定証の利用に関する記事を掲載。 

◆算定基礎届説明会（12会場）にて限度額適用認定証の利用促進に 

ついて説明（6月）。 

◆社会保険委員セミナーにて限度額適用認定証の利用促進について 

説明予定（11月）。 

◆今後も計画どおり広報を実施する。 

●地域の医療機関や市町と連携した利用促進の実施 
⇒①福祉医療受給者等、継続して高額療養費に該当すると考えられる者 
  に対し、認定証利用の勧奨を行うとともに、ターンアラウンド式の 
  申請用紙を送付する。 
 ②認定証の利用が少なく、高額レセの多い医療機関へ「限度額セッ 
  ト」の利用を依頼する。 
 ③既に「限度額セット」を利用している医療機関に対し、更に利用を 
  促進するよう働きかけを行う。 
 ④市町が行う医療費の助成事業について、支払基金への委託が進むよ 
  う関係機関と連携して市町に対し要望を行う。 

◆①について、４～8月 154件送付し93件提出。 

◆②③について、高額レセプトの多い８医療機関を訪問、12医療機関に

文書を送付し、利用促進について働きかけを行う。  

◆④について、関係機関と協議を進め、9月20日に県、10月1日に市町に  

対して要望書を提出。 

◆今後も随時、ターンアラウンド式の申請用紙を送付 

○高額療養費制度に占める限度額認定証の使用割合 
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機密性１ 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内の保険証未回収者に対 
 する返納催告の徹底 

⇒喪失処理日から2週間以内に返納催告を徹底し行う。 
◆４月～8月 約5,000件実施 

◆今後も遅延することなく、２週間以内の返納催告を行う。 

●被保険者証回収不能届を活用した電話催告等の強化 
⇒債権発生防止のため、保険証の未返納者に対して早期の電話催告 
 をする。 

◆4月：33件、5月：35件、6月：34件、7月：27件、8月：36件 

引き続き、早期の電話催告を行う。 

●保険証の回収率が悪い事業所に対する資格喪失届申請時の保険証 
 添付の指導の実施 
⇒保険証返納催告を送付した被保険者が勤務していた事業所に対し、 
 注意喚起文書と保険証の適正使用を促すチラシを定期的（四半期 
 ごと）に送付する。 

◆６月：101件送付 

◆回収率が悪い事業所への訪問を11月、2月に行い、保険証の回収に理解 

 を求める。 

●事務処理フローに基づく保険者間調整および法的手続きの積極的 
 な実施 
⇒①電話催告等の確実な実施。 
 ②法的手続きの確実な実施。 
 ③資格喪失後受診等に係る保険者間調整の積極的な実施。 

◆①４月 34件 5月 26件 6月 24件 7月 99件 8月 26件 

 ②４月 2件 5月 2件 6月 0件 7月 1件 8月 1件 

 ③5月 28件 6,626,459円    7月 17件 519,604 

今後も積極的な債権回収に努める。 
13 

○返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権回収業務の推進 
■KPI：①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収率を94.4％以上とする 
     ②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を59.0%以上とする 
     ③医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合を0.06%以下とする 

１．基盤的保険者機能関係 



機密性１ １．基盤的保険者機能関係 

○保険証の回収率 

○返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率 

○医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合 

KPI：９４．４％ 以上 

KPI：０．０６％以下 
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機密性１ 

２．戦略的保険者機能関係 
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機密性１ ２．戦略的保険者機能関係 

○ビッグデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データの提供 

○データ分析に基づいた第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 
 上位目標：高血圧性疾患の外来受診率を全国平均までに減少させる  

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●健康宣言事業で活用している企業カルテの内容の充実および健康 

 宣言企業への提供 

⇒健康宣言の勧奨時に企業健康カルテを提供。事業所の健康課題を見える 

 化し、健康宣言を促す。 

◆5月24日 健康宣言を行っている218社に対して平成29年度版の企業 

 カルテを送付。 

 6月より毎月100社ずつ、健康宣言の勧奨DMに同封してカルテを提供。 

◆引き続き、毎月100社ずつ、勧奨DMに同封してカルテを提供する。 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●健診・医療費データの分析結果に基づく保健事業の策定と実施 

⇒目標達成に向け焦点を絞ったデータ分析の実施と第2期データヘルス 

 計画に基づく事業を推進する。 

 

◆宇部市と宇部市医師会が主催の「高血圧、動脈硬化を予防する医療  

 フォーラム」を後援。宇部市所在の宣言事業所に周知広報する。 

◆宇部市作成の「へら塩レシピ」をいきいきつうしんに連載で掲載。加入  

 者に向けて減塩食を推奨する。 

◆へら塩レシピの定期連載による減塩食の推奨。 

◆宇部市と連携した取り組みを、好事例として他の市町にも展開していく。 

●PDCAサイクルに沿った効率的かつ重点的な事業の推進 

⇒第2期データヘルス計画に基づく事業進捗状況を確認するため「データ 

 ヘルス進捗会議」を定期開催する。 

 

 

 

◆4月22日 昨年度事業の評価及び今年度事業の計画に係る会議を開催。 

◆7月19日 第一四半期のデータヘルス進捗会議を開催。 

◆本部からの指摘を受けて目標や具体策を適宜修正。目標と具体策が明確 

 に連動する計画に修正していく。 
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機密性１ ２．戦略的保険者機能関係 

○特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 
■ KPI:生活習慣病予防健診 実施率 50.8％（実施見込者数： 93,034 人） 
    事業者健診データ  取得率 11.0％（取得見込者数： 20,187 人） 
    特定健康診査    実施率 25.9％（実施見込者数： 13,205 人） 
   被保険者（40歳以上）（受診対象者数： 183,138 人） 
   被扶養者（受診対象者数： 50,985 人） 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●健診受診機会の拡大 

⇒【被保険者】 
 生活習慣病予防健診実施機関の不足地域における集団健診の実施およ
び新規受託機関の確保 
 【被扶養者】 
 ①協会けんぽ主催の集団健診の実施 
 ②市町がん検診と特定健診の同時実施会場の拡大 

【被保険者】 

  ・６月より、県内各地で集団健診を実施（52回／9月末現在） 

   （年間65回を予定。事業所・被扶養者へ案内） 

【被扶養者】 

  ① 実施機関確定。令和2年1～3月にかけ38会場で実施予定 

   国保加入者も受診可能会場、9会場（4市）増加 

  ② 本年度より16市町／年に拡大（＋4市町） 

   5月より開始。上期で53回（年間84回予定）受診者数／集計中 

【被保険者】 

  ・受託候補機関への勧奨、関係機関を通じた募集により拡大を図る。 

●健診の受診勧奨対策 

⇒【被保険者】 
①支部、生活習慣病予防健診実施機関による受診勧奨および事業者健診 
 データ提供依頼  
②行政機関との連携による事業者健診データ提供依頼 
 
【被扶養者】 
受診履歴に基づく多様な受診勧奨 

【被保険者】 

  ① 健診実施機関による勧奨の随時実施。事業者健診受診予定月に 

   応じた勧奨の実施。勧奨業務の外部委託実施に向けた準備 

  ② 県、労働局との三者連名通知の発送（2,837件） 

【被保険者】 

  ①外部委託による勧奨～データ化を実施。効率的な取得を推進 

【被扶養者】 

  ・３年連続未受診者への自己採血キット（250人限定）を活用し、 

   医療機関受診または健診へ誘導 
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機密性１ 
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２．戦略的保険者機能関係 
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機密性１ ２．戦略的保険者機能関係 

○特定保健指導の実施率の向上 
【被保険者】（受診対象者数： 22,248 人） 
■KPI:特定保健指導    実施率 17.4 ％（実施見込者数： 3,871 人） 
   （内訳）協会保健師実施分  10.2 ％（実施見込者数： 2,276 人） 
       アウトソーシング分   7.2 ％（実施見込者数： 1,595 人） 
【被扶養者】（特定保健指導対象者数： 1,060 人） 
■KPI:特定保健指導    実施率 10.2 ％（実施見込者数： 108 人）  

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●指導機会の拡充 

⇒①健診（指導）機関および保健指導専門機関による特定保健指導（被 
  保険者）の実施拡大 
 ②前年度結果に基づく集団健診当日の保健指導及び実施拡大に向けた 
  事業所への利用勧奨を行う。 
 
 

① 今年度において計20機関と契約。指導機関による健診当日の特定保健 

 指導の実施拡大 

② 新規2事業所にて実施  

② 前年度未利用事業所のうち、後日訪問等により実施困難な業態を 

 中心に勧奨 

●保健指導の受診勧奨対策 
⇒①支部職員および健診（指導）機関・保健指導専門機関による加入  
  者・事業所への利用勧奨 
 ②被扶養者の集団健診当日における特定保健指導実施 
 
 

① 健康経営と併せた保健指導の効果等の説明・勧奨（5～10件／月） 

② 令和2年1～3月に実施する集団健診会場において当日保健指導を実施。 

 健診後、該当する方へ呼出型特定保健指導を実施予定（次年度） 

●保健指導者のスキルアップ 
⇒関係団体等との共催による研修および保健指導委託機関研修等受講に 
 よる指導・面接技術の共有 

・保健指導者研修会（隔月／支部主催） 

・特定保健指導従事者研修（健康づくりセンター主催） 

 

・連続型スキルアップ研修会２回（11・2月：保険者協議会主催） 

19 
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○特定保健指導（被保険者）  

○特定保健指導（被扶養者）  

1.8  
3.1  

4.4  
5.7  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

50

100

150

200

250

300

350

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

平成30年度動機づけ支援 平成30年度積極的支援 令和元年度動機づけ支援 令和元年度積極的支援 平成30年度評価率（累計） 令和元年度評価率（累計） （％） （人） 

0.2  

1.1  

4.7  

6.2  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0

5

10

15

20

25

30

35

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

平成30年度動機づけ支援 平成30年度積極的支援 平成30年度評価者数（直営実施分） 令和元年度動機づけ支援 

令和元年度積極的支援 令和元年度評価者数（直営実施分） 平成30年度評価率（累計） 令和元年度評価率（累計） （％） （人） 

KPI：17.4％ 

KPI：10.2％ 



機密性１ 

21 

２．戦略的保険者機能関係 

 ○重症化予防対策の推進 
■KPI：受診勧奨後3か月以内に医療機関を受診した者の割合を12.0％以上とする 
 ◆未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 1,048 人 

  
  

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨 
⇒特に数値が高い者への、文書または訪問勧奨。（ﾊﾟﾀｰﾝ化した文書勧奨 
 を実施／未回答者あて） 

 ・健診後１か月以内の未受診者へ向けた通知・教育冊子を送付 

 （上期において185名に発送：糖尿病性腎症対象者を含む） 

 ・糖尿病性腎症重症化予防プログラムを包含し二次勧奨を実施 

 ・電話による勧奨を継続 

 ・未治療者に対する治療勧奨ポスターを作成し、健康宣言事業所へ配布 

 ・電話及び文書による勧奨を継続。回答期限後ただちに勧奨通知を 

 実施するサイクルを定着させる 

●糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 
⇒①健診の結果、糖尿病性腎症（推定）加入者に対する早期治療または 
  治療再開の勧奨 
 ②生活改善指導を通じた腎症期の進行を抑える仕組みの構築、実施 
 

 

 ① 未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨に包含し早期勧奨を 

  実施 

 ② 山口支部の重症化予防プログラムを策定 

 ② 関係機関と調整のうえ、かかりつけ医と連携し、腎症第4期該当者 

  から保健指導を実施予定。外部委託機関による実施を進める 
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具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●健康宣言企業拡大に向けた勧奨。 

⇒①DMによる新規勧奨(被保険者50人以下の事業所が対象） 

   ②企業カルテに基づいた支部職員による積極的な電話・訪問勧奨の実 

  施 

◆5月から毎月、100社に勧奨文書の送付及び後追い電話を実施。 

◆7月から全所体制による電話勧奨を開始。 

◆今後も全所体制による電話勧奨を継続。 

●健康宣言企業に対する支援、フォローアップの実施 
⇒①県と共同で健康経営セミナーを開催するほか、健康宣言事業所に対 
  するフォローアップを目的とした健康づくり実践講習を開催 
 ②健康宣言事業所を対象とした出前講座や健康測定器の貸与等、健康 
  度向上に向けたサポートの実施 
 ③バドミントン大会の開催により運動習慣の定着を促進 

◆①実施なし  

 ②体組成計を28事業所に貸与。 

 ③9月16日に開催。23チームが参加 

◆①10月29日に山口市、11月25日に下関市で開催する。 

 ②近々、定数に達する見込み。 

 ③実施済み。 

●健康経営の普及に向けた関係団体への協力依頼等各種取り組みの実施 

⇒①商工会議所等、各種団体と連携した勧奨の実施 
 ②健康宣言取組事例集の作成・展開、実施 

◆取組事例集を活用した普及啓発を商工会議所に協力依頼。 

◆東京海上日動火災保険株式会社と連携協定を締結。 

◆住友生命保険相互会社、アクサ生命保険株式会社と連携協定を締結。 

◆健康福祉センター、産業保健センターへも協力依頼を行う。 

22 

２．戦略的保険者機能関係 

○健康経営（コラボヘルスの推進） 
■支部目標：新規宣言事業所１５０社 
  

○健康宣言事業所数 
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具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●事業主や加入者に向けた定期的な情報発信 
⇒いきいきつうしん、協会だより等を定期的に送付する。    

◆いきいきつうしんは毎月発行、協会だより５・9月号発行。 

 健康保険委員向けの協会だより５月号には医療費等の分析結果、9月号  

 には県内におけるジェネリック医薬品の使用状況について掲載。 

◆協会だよりは１月号を発行予定。 

●県や関係団体が主催するイベントやセミナー等への積極的な参加 

 による広報 

⇒関係団体とのイベント等において、協会けんぽ事業の広報を実施。 

◆アクサ生命、東京海上日動主催の各種セミナーで、支部職員が健康宣言 

 の内容について講演。 

◆10月27日に宇部市主催の医療フォーラムを後援。 

 11月3日 おごおり健康まつりに参加 

●加入者・事業主への協会の保険財政等周知 

⇒広報誌やメールマガジン等を活用し、協会の保険財政等の現状と、 

 中長期的には楽観視できない今後の展望を適切に理解いただける周知 

 広報の実施 

◆いきいきつうしん9月号に、平成30年度決算及び協会財政にかかる広報

を展開。加入者に現状を適切に把握いただき、協会事業へのさらなる協力

を促す。 

◆予定なし。 

●インセンティブ制度の本格導入に向けた周知広報の継続的な実施 

⇒広報誌やメールマガジン、新聞、企業カルテ等を活用し、平成30年度 

 の実施結果を含めた加入者・事業主の行動変容を促す継続的な制度の 

 周知広報の実施 

◆いきいきつうしんにおいて、連載でインセンティブ関係の記事を掲載。

（５月号：特定健診、６月号：特定保健指導） 

◆いきいきつうしん11月号で重症化予防に係る記事を掲載予定。今後も、 

 加入者の健康づくりの促進が保険料の低減に繋がっていくことを広く 

 周知する。 23 

２．戦略的保険者機能関係 

○広報・健康保険委員関係① 
■KPI：① 広報活動における加入者理解率の平均について対前年度以上とする。 
     ② 全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を51.5％以上とする。 
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２．戦略的保険者機能関係 

○広報・健康保険委員関係② 
■KPI：① 広報活動における加入者理解率の平均について対前年度以上とする 

     ② 全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を51.5％以上とする 

◆事業主や加入者に向けた定期的な情報発信 
具体的な施策・ＫＰＩ 

上期の実施状況 

下期の予定 

●メールマガジンを活用した広報（定時・随時）および登録者数の拡大 
⇒①いきいきつうしん等広報物による定期的な勧奨を行う。 
 ②健保委員の委嘱勧奨と併せた勧奨を実施。 
 ③健康経営エントリー勧奨と併せた勧奨を実施。 
 ④関係団体訪問時に勧奨を実施。 

◆メールマガジンを毎月リリース。 

◆登録者拡大に向けて、企業訪問時に勧奨するほか、協定を締結した民間  

 事業者にも協力を依頼。 

◆健康福祉センター、産業保健センターにも普及啓発の協力を依頼予定。 

●健康保険委員への情報提供やセミナー等の実施および委嘱数の拡大 

⇒①DMによる新規勧奨及び支部職員による積極的な電話・訪問勧奨 

  の実施。 

 ②直近のアンケートをもとに社会保険委員セミナーの内容充実化 

  を促進。 

 ③事務手続冊子や啓発グッズを活用した多角的な広報を実施。 

◆5月から毎月、勧奨DMを1,000件送付。 

 事務手続き冊子の作成、配布。 

◆定例の勧奨に加えて、主に大規模事業所をターゲットとした勧奨の実施。 

○メールマガジン登録件数  ○健康保険委員委嘱数 
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○ジェネリック医薬品関係 
■KPI:協会けんぽのジェネリック医薬品使用割合を79.2％以上とする 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●山口県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会への参画および意見 

 発信 

⇒協議会に支部長が委員として参画のうえ、積極的に意見発信を行う。 

◆７月18日開催の会に企画総務グループ長が出席。直近１年間の取り組 

 みを関係者に向けて発表。 

◆実施予定なし。 

●情報提供ツールを活用した使用促進に資する取り組みの実施 
⇒①30年度の薬局に対するアンケート結果を踏まえた方策を策定、実
施。 
 ②薬局に加えて医療機関へもお知らせを送付。 

◆薬局向け：5月 最新版を756薬局に送付 

 医療機関向け：8月 院内処方版 335機関 院外処方版 718機関に送

付。  

◆本部から情報が届き次第、適宜実施。 

●本部提供リストを活用した定期的な統計分析 

⇒県内各地域のジェネリック医薬品使用割合等に係る統計資料を四半期 

 毎に作成。同リストを基に薬剤師会・県等の関係団体と課題の分析及 

 び対策案の具体化、実施。 

◆H30.9レセプトに基づく市別・薬効別の統計情報を薬剤師会・県に提供。 

◆H31.3分を作成中。ジェネリック医薬品の普及啓発に係る各種会議で使 

 用予定。 

薬剤師会・県等と連携した取り組み 

25 
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２．戦略的保険者機能関係 

○ジェネリック医薬品関係 
■KPI:協会けんぽのジェネリック医薬品使用割合を79.2％以上とする 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●自己負担軽減額通知の実施 

⇒年2回実施。 
◆８月31日 約36,000件送付 

◆来年２月に第2回を実施予定 

●加入者に対する広報等を通じた使用促進 

⇒①県内の薬局を通じて、お薬手帳カバーや使用啓発チラシを作成・配 

  布。 

 ②ジェネリック医薬品使用促進セミナーの実施（２月頃に県との協働 

  開催） 

◆お薬手帳カバーを作成。薬局窓口で管理薬剤師から加入者に配布。 

◆福祉医療などで自己負担がない（少ない）加入者に向けた使用啓発チラ 

 シについて作成を検討中。 

◆11月14日 医療関係者等を対象とした勉強会で講演予定。 

加入者にダイレクトでアプローチする取り組み 

○ジェネリック医薬品使用割合 
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２．戦略的保険者機能関係 

○医療データの分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけ 
■KPI:① 他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療構想調整会議への被用者保険者の参加率を83.7％以上とする 
     ② 「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベース」などを活用した効果的な意見発信を実施する  

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●地域医療構想調整会議等、各種協議会への参画、意見発信 
⇒国民健康保険運営協議会、地域・職域連携推進協議会等に参画の 
 うえ積極的に意見発信を行う。 

◆下関・宇部・長門・岩国等の各種協議会に参加 

◆各会議のスケジュールに基づき参加予定 

●医療費の特性等、医療費適正化対策につながる分析等の実施 
⇒支部HP等を活用して、山口支部加入者の一人あたり医療費等の統 
 計情報を定期的に発信。 

◆毎月、適用関係と医療費関係について直近の情報を支部HPに掲載。 

◆新たな統計情報の作成の検討を進める。 

●医療費分析結果に基づく意見発信や効果的な取り組みの実施 

⇒レセプトデータ・健診結果データ等を業態・年齢階級・地域別に細分化

し、山口支部の傾向・課題を詳細に分析したデータを県内の各市町に提供

するほか、各種協議会における意見発信に活用。 

 

◆平成29年度版の医療費分析資料を作成。 

◆市別や業態別の医療費分析を適宜実施し、医療費適正化事業に繋げる。 

山口支部統計情報（抜粋） 平成29年度医療費分析資料（抜粋） 
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２．戦略的保険者機能関係 

○地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●自治体、関係団体および他保険者との連携・協働の推進 
⇒①市町及び山口支部の広報媒体に相手方の事業にかかる記事を掲載 
 ②健康宣言事業所等に各市町の健康づくり事業を推奨 
 ③市町との健康づくり事業の協働実施 

◆いきいきつうしん８月号に、各市町が行う健康づくり事業の一覧表を掲 

 載。加入者の参加を促す。 

◆市町が行うスポット事業については、実施時期にあわせて掲載する。 

◆被扶養者の特定健診の受診勧奨を市町の広報誌で実施いただくよう依頼 

 する。 

●自治体および関係団体との事業連携協定締結の推進 
⇒がん検診と特定健診との同時実施を契機にするなど、市町に対する協定 
 締結に向けた積極的なアプローチを行う。 

◆7月1日付で4市町と協定締結。これにより、県内全市町との協定締結が 

 完了。 

◆各市町と継続的かつ発展的な健康づくりを行うべく、協会から積極的に  

 働きかけを行う。 

◆健康づくりに積極的な市町の事業に対して、健康宣言事業所等に参加を 

 促すことで利用者を増加させ、当該事業をさらに発展させる。また、他 

 市町へ好事例として展開することにより、県内全体の底上げを図る。 

今年度の協定締結状況 

市町 締結日 

上関町 平成31年4月1日 

田布施町 令和元年5月28日 

和木町 令和元年6月1日 

宇部市 令和元年7月1日 

周南市 令和元年7月1日 

周防大島町 令和元年7月1日 

美祢市 令和元年7月1日 

各市町の健康づくり事業を協会の広報誌に掲載 
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２．戦略的保険者機能関係 

○その他の保健事業 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●歯周病・生活習慣病予防を目的とした歯科健診事業 
⇒健康宣言企業等を対象とした集団歯科健診の実施 ◆８月、健康宣言事業所に対して案内文書を送付。 

◆事業所からの申し込みに適宜対応する。 

●加入者の運動習慣定着を目的とした施設の優待利用の実施 
⇒運動習慣の定着を目指した運動施設優待の利用勧奨 
 

◆4月1日付で、萩市・長門市にフィットネスジムを展開する株式会社 

太陽コミュニケーションズと契約締結。 

◆10月1日付で、周南市にフィットネスジムを展開する株式会社ルネサン 

 スと契約締結。 

◆今後も多くの運動施設の運営主体との連携を目指すほか、優待利用が可 

 能となった運動施設の周知広報に努める。 

○その他の医療費適正化事業 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●多剤併用者等に服薬情報のお知らせを送付 
⇒医科・調剤レセプトより継続服薬中の多剤併用・重複服用・相互作用等 
 の対象者を抽出し、多剤投与や相互作用、重複投与などの可能性がある 
 患者へお薬手帳を一本化した「服薬情報のお知らせ」を送付。 

◆平成30年12～令和元年3月レセプトにおいて、以下の全てに当てはまる 
 者を対象に文書送付。  
・40歳～74歳の協会けんぽ加入者  
・14日以上処方されている内服薬服薬者 
・２医療機関以上の受診があった者  ・内服薬が６種類以上の処方者 

◆令和元年9月～11月のレセプトから効果検証予定。 
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具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●リスク管理の徹底 
⇒災害時の対応、安否確認システムの登録を徹底する。  

 

新規採用職員の登録（計５名）。全職員登録済。 

模擬訓練実施。 

異動者または採用職員があり次第、登録。 

●コンプライアンス、個人情報保護等の徹底 

⇒定期的に自主点検を実施し、その結果を踏まえてコンプライアンス委
員会を開催する。 

 

・5/15-17・20自主点検。 

・5/29両委員会開催。 

・6/27コンプライアンス研修実施。 

・8/27個人情報保護研修実施。 

・11月 2回目自主点検予定。 

・12月、３月 両委員会開催予定。 

●ハラスメント対策の確実な実施 

⇒ハラスメントを発生させないため定期的な職員研修の実施と体制の構

築を図る。 

 

 

・ハラスメント相談員を設置し、職員からの相談を適宜受け付ける体制  

 を構築している。 

・ハラスメント研修の実施。 

●労働安全衛生の推進 

⇒健康宣言事業所として職員の健康づくりを実践する。 

 

・４月山口支部健康経営年間計画を策定し、職員へ周知。 

・５月やまぐち健康経営企業認定制度にかかる評価シートを県へ提出。 

・7/31県知事より「やまぐち健康経営企業」として認定。 

・毎月、衛生委員会で進捗確認を行い、計画的に健康経営の取組を実施

していく。 

３．組織体制関係 

○組織の適切な運営 
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具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●ＯＪＴの実践および効果的な支部の実情に応じた研修の実施 

⇒①定期的に支部内研修を実施する。 

 ②支部の課題等に応じた研修を実施する。 

 ③研修実施計画に基づいた研修を着実に実施するとともに、定期的に  

  職員に必要となる勉強会を適切に実施する。 

・ＯＪＴ計画に基づき、２名の職員へＯＪＴを実施（９月まで）。 

・②9/5タイムマネジメント研修実施（受講者24名）。 

 

・③11/28ビジネススキル研修実施予定（一般職層受講必須）。 

 その他、全職員受講必須の研修を予定。 

●自己啓発による知識・スキルの向上 

⇒オンライン研修の実施や通信教育講座のあっせんを行うことで自己啓
発に対する支援を積極的に行う。 

実績なし。 

 

・通信教育講座受講案内実施予定。 

３．組織体制関係 

○OJTを中心とした人材育成 

○費用対効果を踏まえたコスト削減 
■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、対前年度以下とする。 

具体的な施策・ＫＰＩ 
上期の実施状況 

下期の予定 

●調達審査委員会開催等による適正な調達の実施 
⇒①調達仕様書送付業者の拡大のため、入札公告期間を一定期間確保す 
  ることを徹底する。 
 ②調達における競争性を高めるため、一者応札となった入札案件につ  
  いては、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対す 
  るアンケート調査や公告後の業者への声掛けを実施し、一者応札案 
  件の減少に努める。 

・一般競争入札２件中、１件が一者応札（30年度 一者応札割合25％） 

 開札後、電話で入札に参加しなかった理由（主に仕様上のこと）を聴

取を行い、調達担当グループへフィードバックを実施。 

・調達審査委員会（5/29,6/17）。 

・ＫＰＩ未達成となったが、引き続き、一者応札とならないよう努める。 

●節電等取り組みによるコスト削減の実施 

⇒①予算の執行管理を適切に行うとともに、管理状況を職員へ周知する 
  ことで、コスト削減意識の向上に努める。 
 ②電気使用量及び消耗品の使用について、「見える化」したものを継 
  続して職員に周知のうえ、コスト削減意識の向上に努める。 

・５月 30年度予算執行実績等を周知。光熱費等の使用状況は毎月周知  

 を実施。光熱費等は昨年よりコスト増となった。 

・予算状況及び光熱費等の周知を継続実施し、コスト意識を徹底させる。 
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